
○

株
券
等
の
保
管
及
び
振
替
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
法
務
省
・
大
蔵
省
令
第
一
号
）

（
第
二
条
関
係
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
三
章

（
略
）

第
一
章
～
第
三
章

（
略
）

第
三
章
の
二

新
株
予
約
権
付
社
債
券
に
関
す
る
口
座
簿
の
記
載
等
（
第
十
条

第
三
章
の
二

転
換
社
債
券
に
関
す
る
口
座
簿
の
記
載
等
（
第
十
条
の
二
―
第

の
二
の
二
―
第
十
条
の
五
）

十
条
の
五
）

第
四
章
～
第
五
章

（
略
）

第
四
章
～
第
五
章

（
略
）

附
則

附
則

（
指
定
の
申
請
等
）

（
指
定
の
申
請
等
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
三
条
の
二
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、

３

法
第
三
条
の
二
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

主
要
株
主
（
総
株
主
の
議
決
権
（
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八

一

主
要
株
主
（
発
行
済
株
式
（
議
決
権
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い

号
）
第
二
百
十
一
条
ノ
二
第
四
項
に
規
定
す
る
種
類
の
株
式
に
係
る
議
決
権

て
同
じ
。
）
の
総
数
の
百
分
の
十
以
上
の
株
式
（
議
決
権
の
あ
る
も
の
に
限

を
除
き
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ

る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
し
て
い
る
株
主
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

る
株
式
に
係
る
議
決
権
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
百
分
の
十
以
上
の
議
決

）
の
氏
名
又
は
商
号
若
し
く
は
名
称
、
住
所
又
は
所
在
地
及
び
そ
の
持
株
数

権
を
保
有
し
て
い
る
株
主
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
氏
名
又
は
商
号
若
し

を
記
載
し
た
書
面

く
は
名
称
、
住
所
又
は
所
在
地
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し

た
書
面



二

親
法
人
（
保
管
振
替
機
関
の
総
株
主
の
議
決
権
の
過
半
数
を
保
有
し
て
い

二

親
法
人
（
保
管
振
替
機
関
の
過
半
数
の
株
式
（
発
行
済
株
式
の
総
数
に
百

る
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
子
法
人
（
保
管
振
替

分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
数
を
超
え
る
株
式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
所

機
関
が
総
株
主
、
総
社
員
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
（
株
式
会
社
又
は
有
限

有
し
て
い
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
子
法
人
（

会
社
に
あ
つ
て
は
、
商
法
第
二
百
十
一
条
ノ
二
第
四
項
に
規
定
す
る
種
類
の

保
管
振
替
機
関
が
過
半
数
の
株
式
を
所
有
し
て
い
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
を

株
式
又
は
持
分
に
係
る
議
決
権
を
除
き
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
議
決

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面

権
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
株
式
又
は
持
分
に
係
る
議
決
権
を
含
む
。

）
の
過
半
数
を
保
有
し
て
い
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面

三
～
八

（
略
）

三
～
八

（
略
）

第
二
条
の
二

法
第
三
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
電
磁
的

（
新
設
）

記
録
は
、
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く

日
本
工
業
規
格
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
日
本
工
業
規
格
」
と
い
う
。
）
Ｘ

六
二
二
三
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト

リ
ッ
ジ
に
該
当
す
る
構
造
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
と
す
る
。

２

前
項
の
電
磁
的
記
録
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
つ
て
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
五
に

規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
六

〇
五
に
規
定
す
る
方
式

３

第
一
項
の
電
磁
的
記
録
に
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
に
規
定
す
る
ラ

ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な



ら
な
い
。

一

申
請
者
の
商
号

二

申
請
年
月
日

（
業
務
及
び
財
産
に
関
す
る
報
告
書
の
提
出
）

（
業
務
及
び
財
産
に
関
す
る
報
告
書
の
提
出
）

第
六
条
の
六

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
管
振
替
機
関
が
作
成
す

第
六
条
の
六

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
管
振
替
機
関
が
作
成
す

べ
き
業
務
及
び
財
産
に
関
す
る
報
告
書
は
、
商
法
第
二
百
八
十
一
条
第
一
項
に

べ
き
業
務
及
び
財
産
に
関
す
る
報
告
書
は
、
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

十
八
号
）
第
二
百
八
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
と
す
る
。

２

前
項
の
業
務
及
び
財
産
に
関
す
る
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付

２

前
項
の
業
務
及
び
財
産
に
関
す
る
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

主
要
株
主
の
氏
名
又
は
商
号
若
し
く
は
名
称
、
住
所
又
は
所
在
地
及
び
そ

四

主
要
株
主
の
氏
名
又
は
商
号
若
し
く
は
名
称
、
住
所
又
は
所
在
地
及
び
そ

の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

の
持
株
数
を
記
載
し
た
書
面

３

（
略
）

３

（
略
）

（
特
定
合
併
の
認
可
申
請
）

（
特
定
合
併
の
認
可
申
請
）

第
六
条
の
十
二

（
略
）

第
六
条
の
十
二

（
略
）

２

法
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る

２

法
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

特
定
合
併
後
の
保
管
振
替
機
関
の
主
要
株
主
の
氏
名
又
は
商
号
若
し
く
は

十

特
定
合
併
後
の
保
管
振
替
機
関
の
主
要
株
主
の
氏
名
又
は
商
号
若
し
く
は

名
称
、
住
所
又
は
所
在
地
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書

名
称
、
住
所
又
は
所
在
地
及
び
そ
の
持
株
数
を
記
載
し
た
書
面

面



十
一
～
十
七

（
略
）

十
一
～
十
七

（
略
）

３

法
第
十
条
第
四
項
（
法
第
十
一
条
第
四
項
、
第
十
一
条
の
四
第
四
項
及
び
第

（
新
設
）

十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
主
務
省
令

で
定
め
る
電
磁
的
記
録
は
、
第
二
条
の
二
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
と
す
る
。

（
新
設
分
割
の
認
可
申
請
）

（
新
設
分
割
の
認
可
申
請
）

第
六
条
の
十
三

（
略
）

第
六
条
の
十
三

（
略
）

２

法
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ

２

法
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

設
立
会
社
の
主
要
株
主
の
氏
名
又
は
商
号
若
し
く
は
名
称
、
住
所
又
は
所

十

設
立
会
社
の
主
要
株
主
の
氏
名
又
は
商
号
若
し
く
は
名
称
、
住
所
又
は
所

在
地
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

在
地
及
び
そ
の
持
株
数
を
記
載
し
た
書
面

十
一
～
十
七

（
略
）

十
一
～
十
七

（
略
）

（
吸
収
分
割
の
認
可
申
請
）

（
吸
収
分
割
の
認
可
申
請
）

第
六
条
の
十
四

（
略
）

第
六
条
の
十
四

（
略
）

２

法
第
十
一
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に

２

法
第
十
一
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

承
継
会
社
の
主
要
株
主
の
氏
名
又
は
商
号
若
し
く
は
名
称
、
住
所
又
は
所

十

承
継
会
社
の
主
要
株
主
の
氏
名
又
は
商
号
若
し
く
は
名
称
、
住
所
又
は
所

在
地
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

在
地
及
び
そ
の
持
株
数
を
記
載
し
た
書
面

十
一
～
十
七

（
略
）

十
一
～
十
七

（
略
）



（
営
業
譲
渡
の
認
可
申
請
）

（
営
業
譲
渡
の
認
可
申
請
）

第
六
条
の
十
五

（
略
）

第
六
条
の
十
五

（
略
）

２

法
第
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ

２

法
第
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

譲
受
会
社
の
主
要
株
主
の
氏
名
又
は
商
号
若
し
く
は
名
称
、
住
所
又
は
所

十

譲
受
会
社
の
主
要
株
主
の
氏
名
又
は
商
号
若
し
く
は
名
称
、
住
所
又
は
所

在
地
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

在
地
及
び
そ
の
持
株
数
を
記
載
し
た
書
面

十
一
～
十
七

（
略
）

十
一
～
十
七

（
略
）

（
顧
客
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
顧
客
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

法
第
十
五
条
第
三
項
（
法
第
十
七
条
第
三
項
、
第
十
七
条
の
二
第
三
項
及
び

（
新
設
）

第
三
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
主
務

省
令
で
定
め
る
電
磁
的
記
録
は
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法

に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調

製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
と
す
る
。

（
参
加
者
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
参
加
者
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

（
機
関
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
機
関
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
八
条
の
二

（
略
）

第
八
条
の
二

（
略
）



（
信
託
財
産
表
示
の
記
載
又
は
記
録
）

（
信
託
財
産
表
示
の
記
載
）

第
九
条

第
七
条
第
二
号
又
は
第
八
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
又
は
記
録

第
九
条

第
七
条
第
二
号
又
は
第
八
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
は
、
委
託

は
、
委
託
者
又
は
受
託
者
か
ら
の
請
求
に
よ
つ
て
す
る
。

者
又
は
受
託
者
か
ら
の
請
求
に
よ
つ
て
す
る
。

（
削
る
）

第
三
章
の
二

転
換
社
債
券
に
関
す
る
口
座
簿
の
記
載
等

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
表
示
す
る
方
法
）

（
転
換
社
債
券
に
つ
い
て
法
第
三
章
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

第
十
条
の
二

法
第
三
十
二
条
第
七
項
第
二
号
（
法
第
三
十
九
条
第
六
項
に
お
い

第
十
条
の
二

転
換
社
債
券
に
つ
い
て
法
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
八
項
第
二
号
（
法
第
三
十
九
条
第
三
項

定
に
よ
り
法
第
三
章
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
は
、
同
章
の
規
定
（
第
二
十

及
び
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定

条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
三
十
二
条
第
三
項

す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の

を
除
く
。
）
中
「
株
式
」
と
あ
る
の
は
「
転
換
社
債
」
と
、
「
種
類
」
と
あ
る

内
容
を
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

の
は
「
回
号
」
と
、
「
数
」
と
あ
る
の
は
「
券
面
の
総
額
」
と
、
「
預
託
株
券

」
と
あ
る
の
は
「
預
託
転
換
社
債
券
」
と
、
「
第
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の

は
「
第
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
五
条
第
一
項
」
と
、
「
株

主
」
と
あ
る
の
は
「
転
換
社
債
権
者
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
法
の
規
定
中
の
字
句
で
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

第
十
六
条
第
一
項

前
条
第
二
項
第
一
号
、

第
三
十
九
条
第
一
項
に
お

第
二
号
及
び
第
四
号

い
て
準
用
す
る
前
条
第
二



項
第
一
号
、
第
二
号
及
び

第
四
号

第
十
六
条
第
二
項

第
二
十
八
条

第
三
十
九
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
第
二
十
八

条
第
一
項
又
は
第
三
項

第
十
六
条
第
三
項

第
二
十
三
条

第
三
十
九
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
第
二
十
三

条

第
十
七
条
第
二
項

第
十
四
条
第
一
項

第
三
十
九
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
第
十
四
条

第
一
項

第
二
十
条
第
一
項

預
託
株
券
が
転
換
株
式

転
換
社
債
券
の
預
託
を
受

に
係
る
も
の
で
あ
る
と

け
て
い
る
と
き
は

き
は

株
式
の

転
換
社
債
の

第
二
十
八
条
第
三

前
二
項

第
一
項

項



第
二
十
六
条
第
三
項

第
三
十
九
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
第
二
十
六

条
第
三
項

第
三
十
一
条
第
二

第
二
十
条
若
し
く
は
第

第
三
十
九
条
第
二
項
に
お

項

二
十
一
条
の
規
定
に
よ

い
て
準
用
す
る
第
二
十
条

る
転
換
の
請
求
又
は
第

の
規
定
に
よ
る
転
換
の
請

二
十
二
条
の
規
定
に
よ

求

る
新
株
の
引
受
権
の
行

使

第
三
十
一
条
第
三

前
二
項

前
項

項第
三
十
一
条
第
四

預
託
し
、
又
は
預
託
す

預
託
す
る
こ
と
と
な
る
べ

項

る
こ
と
と
な
る
べ
き
株

き
株
券

券第
一
項
又
は
第
二
項

第
二
項

第
三
十
二
条
第
三

第
十
九
条
又
は
前
条
第

第
三
十
九
条
第
二
項
に
お

項

二
項

い
て
準
用
す
る
前
条
第
二

項



第
三
章
の
二

新
株
予
約
権
付
社
債
券
に
関
す
る
口
座
簿
の
記
載
等

（
新
設
）

（
新
株
予
約
権
付
社
債
券
に
つ
い
て
法
第
三
章
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
の
読

替
え
）

第
十
条
の
二
の
二

新
株
予
約
権
付
社
債
券
に
つ
い
て
法
第
三
十
九
条
第
一
項
及

（
新
設
）

び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
章
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
は
、
法
第
二

十
条
第
一
項
中
「
預
託
株
券
が
転
換
予
約
権
付
株
式
に
係
る
も
の
で
あ
る
」
と

あ
る
の
は
「
新
株
予
約
権
付
社
債
券
の
預
託
を
受
け
て
い
る
」
と
、
「
申
出
」

と
あ
る
の
は
「
新
株
の
発
行
価
額
の
全
額
を
提
出
し
て
す
る
申
出
」
と
、
「
転

換
の
請
求
」
と
あ
る
の
は
「
新
株
予
約
権
の
行
使
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
転

換
の
請
求
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
株
式
」
と
あ
る
の
は
「
新
株
予
約
権
の
行
使
に

よ
り
発
行
さ
れ
た
株
式
」
と
、
法
第
三
十
一
条
第
二
項
中
「
第
二
十
条
若
し
く

は
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
転
換
の
請
求
又
は
第
二
十
二
条
」
と
あ
る
の
は

「
第
二
十
条
」
と
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
預
託
し
、
又
は
預
託
す
る

」
と
あ
る
の
は
「
預
託
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
法
の
規
定
中
の
字
句
で
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定



第
二
十
八
条
（
第

前
二
項

第
一
項

二
項
を
除
く
。
）

第
三
十
一
条
（
第

前
二
項

前
項

一
項
を
除
く
。
）

第
一
項
又
は
第
二
項

第
二
項

旨
又
は
第
一
項
の
株
式

旨

の
数
の
減
少

第
三
十
二
条
（
第

第
十
九
条
又
は
前
条
第

前
条
第
二
項

四
項
に
限
る
。
）

二
項

（
顧
客
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
顧
客
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
条
の
三

法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
二
項

第
十
条
の
三

法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
二
項

第
四
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
で
新
株
予
約
権
付
社
債
券
に
係

第
四
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
で
転
換
社
債
券
に
係
る
も
の
は

る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

新
株
予
約
権
付
社
債
の
数
の
増
減
の
原
因

一

転
換
社
債
の
券
面
の
総
額
の
増
減
の
原
因

二

保
管
振
替
機
関
に
預
託
し
た
顧
客
の
新
株
予
約
権
付
社
債
券
が
信
託
財
産

二

保
管
振
替
機
関
に
預
託
し
た
顧
客
の
転
換
社
債
券
が
信
託
財
産
で
あ
る
こ

で
あ
る
こ
と
の
表
示

と
の
表
示

三

保
管
振
替
機
関
に
預
託
し
た
顧
客
の
新
株
予
約
権
付
社
債
券
に
関
す
る
処

三

保
管
振
替
機
関
に
預
託
し
た
顧
客
の
転
換
社
債
券
に
関
す
る
処
分
の
制
限

分
の
制
限
に
関
す
る
事
項

に
関
す
る
事
項



（
参
加
者
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
参
加
者
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
条
の
四

法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
二
項

第
十
条
の
四

法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
二
項

第
四
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
で
新
株
予
約
権
付
社
債
券
に
係

第
四
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
で
転
換
社
債
券
に
係
る
も
の
は

る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

新
株
予
約
権
付
社
債
の
数
の
増
減
の
原
因

一

転
換
社
債
の
券
面
の
総
額
の
増
減
の
原
因

二

参
加
者
自
己
分
の
預
託
新
株
予
約
権
付
社
債
券
が
信
託
財
産
で
あ
る
こ
と

二

参
加
者
自
己
分
の
預
託
転
換
社
債
券
が
信
託
財
産
で
あ
る
こ
と
の
表
示

の
表
示

三

参
加
者
自
己
分
の
預
託
新
株
予
約
権
付
社
債
券
に
関
す
る
処
分
の
制
限
に

三

参
加
者
自
己
分
の
預
託
転
換
社
債
券
に
関
す
る
処
分
の
制
限
に
関
す
る
事

関
す
る
事
項

項

（
機
関
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
機
関
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
条
の
四
の
二

法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の

第
十
条
の
四
の
二

法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の

二
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
で
新
株
予
約
権
付
社
債
券
に

二
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
で
転
換
社
債
券
に
係
る
も
の

係
る
も
の
は
、
新
株
予
約
権
付
社
債
の
数
の
増
減
の
原
因
と
す
る
。

は
、
転
換
社
債
の
券
面
の
総
額
の
増
減
の
原
因
と
す
る
。

（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
十
条
の
五

第
九
条
の
規
定
は
、
第
十
条
の
三
第
二
号
又
は
第
十
条
の
四
第
二

第
十
条
の
五

第
九
条
の
規
定
は
、
第
十
条
の
三
第
二
号
又
は
第
十
条
の
四
第
二

号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
顧
客
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
顧
客
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）



（
参
加
者
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
参
加
者
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

（
機
関
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
機
関
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
二
条
の
二

（
略
）

第
十
二
条
の
二

（
略
）

（
新
株
引
受
権
証
書
に
つ
い
て
法
第
二
十
条
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

（
新
株
引
受
権
証
書
に
つ
い
て
法
第
二
十
条
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

第
十
三
条

新
株
引
受
権
証
書
に
つ
い
て
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

第
十
三
条

新
株
引
受
権
証
書
に
つ
い
て
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

法
第
二
十
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
は
、
同
条
第
一
項
中
「
預
託
株
券
が

法
第
二
十
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
は
、
同
条
第
一
項
中
「
預
託
株
券
が

転
換
予
約
権
付
株
式
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
「
新
株
引
受

転
換
株
式
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
「
新
株
引
受
権
証
書
の

権
証
書
の
預
託
を
受
け
て
い
る
と
き
は
」
と
、
「
申
出
」
と
あ
る
の
は
「
新
株

預
託
を
受
け
て
い
る
と
き
は
」
と
、
「
申
出
」
と
あ
る
の
は
「
新
株
の
発
行
価

の
発
行
価
額
の
全
額
を
保
管
振
替
機
関
に
提
出
し
て
す
る
申
出
」
と
、
同
項
中

額
の
全
額
を
保
管
振
替
機
関
に
提
出
し
て
す
る
申
出
」
と
、
同
項
中
「
株
式
の

「
株
式
の
転
換
の
請
求
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
三
項
中
「
転
換
の
請
求
」
と

転
換
の
請
求
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
三
項
中
「
転
換
の
請
求
」
と
あ
る
の
は

あ
る
の
は
「
新
株
引
受
権
証
書
に
よ
る
株
式
の
申
込
み
」
と
読
み
替
え
る
も
の

「
新
株
引
受
権
証
書
に
よ
る
株
式
の
申
込
み
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
十
四
条

第
九
条
の
規
定
は
第
十
一
条
第
二
号
又
は
第
十
二
条
第
二
号
に
掲
げ

第
十
四
条

第
九
条
の
規
定
は
第
十
一
条
第
二
号
又
は
第
十
二
条
第
二
号
に
掲
げ

る
事
項
の
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
十
条
第
一
項
の
規
定
は
法
第
三
十
九

る
事
項
の
記
載
に
つ
い
て
、
第
十
条
第
一
項
の
規
定
は
法
第
三
十
九
条
第
二
項

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る

で
定
め
る
場
合
で
新
株
引
受
権
証
書
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
、
第
十
条
第
二
項

場
合
で
新
株
引
受
権
証
書
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
、
第
十
条
第
二
項
の
規
定
は

の
規
定
は
法
第
三
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
四
項

法
第
三
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す

に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
で
新
株
引
受
権
証
書
に
係
る
も
の
に
つ

る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
で
新
株
引
受
権
証
書
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ



い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

（
顧
客
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
顧
客
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
三

（
略
）

第
十
四
条
の
三

（
略
）

（
参
加
者
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
参
加
者
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
四

（
略
）

第
十
四
条
の
四

（
略
）

（
機
関
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
機
関
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
四
の
二

（
略
）

第
十
四
条
の
四
の
二

（
略
）

（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
十
四
条
の
四
の
三

第
九
条
の
規
定
は
、
第
十
四
条
の
三
第
二
号
又
は
第
十
四

第
十
四
条
の
四
の
三

第
九
条
の
規
定
は
第
十
四
条
の
三
第
二
号
又
は
第
十
四
条

条
の
四
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

の
四
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
優
先
出
資
証
券
に
つ
い
て
法
第

（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
優
先
出
資
証
券
に
つ
い
て
法
第

三
章
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

三
章
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

第
十
四
条
の
五

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）

第
十
四
条
の
五

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）

に
規
定
す
る
優
先
出
資
証
券
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
優
先
出
資
証
券
」
と

に
規
定
す
る
優
先
出
資
証
券
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
優
先
出
資
証
券
」
と

い
う
。
）
に
つ
い
て
法
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法
第

い
う
。
）
に
つ
い
て
法
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法
第

三
章
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
は
、
法
第
三
章
の
規
定
中
「
株
式
」
と
あ
る

三
章
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
は
、
法
第
三
章
の
規
定
中
「
株
式
」
と
あ
る

の
は
「
優
先
出
資
」
と
、
「
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
目
的
会
社
」
と
、
「

の
は
「
優
先
出
資
」
と
、
「
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
目
的
会
社
」
と
、
「

数
」
と
あ
る
の
は
「
口
数
」
と
、
「
預
託
株
券
」
と
あ
る
の
は
「
預
託
優
先
出

数
」
と
あ
る
の
は
「
口
数
」
と
、
「
預
託
株
券
」
と
あ
る
の
は
「
預
託
優
先
出



資
証
券
」
と
、
「
第
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
九
条
第
一
項
に

資
証
券
」
と
、
「
第
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
九
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
十
五
条
第
一
項
」
と
、
「
株
主
」
と
あ
る
の
は
「
優
先
出

お
い
て
準
用
す
る
第
十
五
条
第
一
項
」
と
、
「
株
主
」
と
あ
る
の
は
「
優
先
出

資
社
員
」
と
、
「
株
主
名
簿
」
と
あ
る
の
は
「
優
先
出
資
社
員
名
簿
」
と
、
「

資
社
員
」
と
、
「
株
主
名
簿
」
と
あ
る
の
は
「
優
先
出
資
社
員
名
簿
」
と
、
「

保
管
振
替
機
関
名
義
株
式
」
と
あ
る
の
は
「
保
管
振
替
機
関
名
義
優
先
出
資
」

保
管
振
替
機
関
名
義
株
式
」
と
あ
る
の
は
「
保
管
振
替
機
関
名
義
優
先
出
資
」

と
、
「
商
法
第
二
百
二
十
四
条
ノ
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
資
産
の
流
動
化

と
、
「
商
法
第
二
百
二
十
四
条
ノ
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
資
産
の
流
動
化

に
関
す
る
法
律
第
四
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
商
法
第
二
百
二
十
四

に
関
す
る
法
律
第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
商
法
第
二
百
二
十
四

条
ノ
三
第
一
項
」
と
、
「
発
行
済
株
式
の
総
数
」
と
あ
る
の
は
「
発
行
済
優
先

条
ノ
三
第
一
項
」
と
、
「
発
行
済
株
式
の
総
数
」
と
あ
る
の
は
「
発
行
済
優
先

出
資
の
総
口
数
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
の
規
定

出
資
の
総
口
数
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
の
規
定

中
の
字
句
で
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
の
字
句

中
の
字
句
で
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
の
字
句

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
三
十
二
条
第
七
項
中
「
株
主
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
三
十
二
条
第
六
項
中
「
株
主
」

と
あ
る
の
は
「
特
定
社
員
、
優
先
出
資
社
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
あ
る
の
は
「
特
定
社
員
、
優
先
出
資
社
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

規
定

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
条
第
二
項

（
略
）

（
略
）

第
三
十
条
第
二
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

商
法
第
二
百
六
十
三
条

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る

商
法
第
二
百
六
十
三
条

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る

第
三
項

法
律
第
七
十
条
第
二
項
及

第
二
項

法
律
第
七
十
条
第
三
項



び
第
三
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
二
条
第
四

第
十
九
条
又
は
前
条
第

第
三
十
九
条
第
三
項
に
お

第
三
十
二
条
第
三

第
十
九
条
又
は
前
条
第

第
三
十
九
条
第
三
項
に
お

項

二
項

い
て
準
用
す
る
第
十
九
条

項

二
項

い
て
準
用
す
る
第
十
九
条

第
三
十
二
条
第
五

前
条
第
五
項

第
三
十
九
条
第
三
項
に
お

第
三
十
二
条
第
四

前
条
第
五
項

第
三
十
九
条
第
三
項
に
お

項

い
て
準
用
す
る
前
条
第
五

項

い
て
準
用
す
る
前
条
第
五

項

項

（
顧
客
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
顧
客
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
六

（
略
）

第
十
四
条
の
六

（
略
）

（
参
加
者
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
参
加
者
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
七

（
略
）

第
十
四
条
の
七

（
略
）

（
機
関
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
機
関
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
七
の
二

（
略
）

第
十
四
条
の
七
の
二

（
略
）

（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
十
四
条
の
九

第
九
条
の
規
定
は
、
第
十
四
条
の
六
第
二
号
又
は
第
十
四
条
の

第
十
四
条
の
九

第
九
条
の
規
定
は
、
第
十
四
条
の
六
第
二
号
又
は
第
十
四
条
の



七
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

七
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
転
換
特
定
社
債
券
に
つ
い
て
法
第
三
章
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え

（
転
換
特
定
社
債
券
に
つ
い
て
法
第
三
章
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え

）

）

第
十
四
条
の
十

転
換
特
定
社
債
券
に
つ
い
て
法
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
四

第
十
四
条
の
十

転
換
特
定
社
債
券
に
つ
い
て
法
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
章
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
は
、
法
第
三
章
の
規

項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
章
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
は
、
法
第
三
章
の
規

定
中
「
株
式
」
と
あ
る
の
は
「
転
換
特
定
社
債
」
と
、
「
会
社
」
と
あ
る
の
は

定
中
「
株
式
」
と
あ
る
の
は
「
転
換
特
定
社
債
」
と
、
「
会
社
」
と
あ
る
の
は

「
特
定
目
的
会
社
」
と
、
「
数
」
と
あ
る
の
は
「
券
面
の
総
額
」
と
、
「
預
託

「
特
定
目
的
会
社
」
と
、
「
数
」
と
あ
る
の
は
「
券
面
の
総
額
」
と
、
「
預
託

株
券
」
と
あ
る
の
は
「
預
託
転
換
特
定
社
債
券
」
と
、
「
第
十
五
条
第
一
項
」

株
券
」
と
あ
る
の
は
「
預
託
転
換
特
定
社
債
券
」
と
、
「
第
十
五
条
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
五
条
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
五
条
第
一
項
」

と
、
「
株
主
」
と
あ
る
の
は
「
転
換
特
定
社
債
権
者
」
と
、
「
株
主
名
簿
」
と

と
、
「
株
主
」
と
あ
る
の
は
「
転
換
特
定
社
債
権
者
」
と
、
「
株
主
名
簿
」
と

あ
る
の
は
「
優
先
出
資
社
員
名
簿
」
と
、
「
実
質
株
主
」
と
あ
る
の
は
「
実
質

あ
る
の
は
「
優
先
出
資
社
員
名
簿
」
と
、
「
実
質
株
主
」
と
あ
る
の
は
「
実
質

優
先
出
資
社
員
」
と
、
「
実
質
株
主
名
簿
」
と
あ
る
の
は
「
実
質
優
先
出
資
社

優
先
出
資
社
員
」
と
、
「
実
質
株
主
名
簿
」
と
あ
る
の
は
「
実
質
優
先
出
資
社

員
名
簿
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
の
規
定
中
の
字

員
名
簿
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
の
規
定
中
の
字

句
で
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
の
字
句
と
読
み

句
で
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
の
字
句
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項

替
え
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項

及
び
第
四
項
、
第
三
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
十
二
条
第
四
項

及
び
第
四
項
、
第
三
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
十
二
条
第
三
項

中
「
株
式
」
と
あ
る
の
は
「
優
先
出
資
」
と
、
法
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第

中
「
株
式
」
と
あ
る
の
は
「
優
先
出
資
」
と
、
法
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第

三
十
一
条
第
三
項
中
「
株
券
」
と
あ
る
の
は
「
優
先
出
資
証
券
」
と
、
法
第
二

三
十
一
条
第
三
項
中
「
株
券
」
と
あ
る
の
は
「
優
先
出
資
証
券
」
と
、
法
第
二

十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
転
換
予
約
権
付
株
式
に
係
る
株
券
」
と
あ
る

十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
転
換
株
式
に
係
る
株
券
又
は
転
換
社
債
券
」

の
は
「
転
換
特
定
社
債
券
」
と
、
法
第
三
十
二
条
第
四
項
中
「
株
主
」
と
あ
る

と
あ
る
の
は
「
転
換
特
定
社
債
券
」
と
、
法
第
三
十
二
条
第
三
項
中
「
株
主
」

の
は
「
優
先
出
資
社
員
」
と
、
法
第
二
十
条
第
一
項
中
「
預
託
株
券
が
転
換
予

と
あ
る
の
は
「
優
先
出
資
社
員
」
と
、
法
第
二
十
条
第
一
項
中
「
預
託
株
券
が

約
権
付
株
式
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
「
転
換
特
定
社
債
券

転
換
株
式
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
「
転
換
特
定
社
債
券
の



の
預
託
を
受
け
て
い
る
と
き
は
」
と
、
法
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
株
式
又
は

預
託
を
受
け
て
い
る
と
き
は
」
と
、
法
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
株
式
又
は
社

社
債
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
社
債
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
株
券
又
は
社
債
券

債
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
社
債
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
株
券
又
は
社
債
券
」

」
と
あ
る
の
は
「
特
定
社
債
券
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
あ
る
の
は
「
特
定
社
債
券
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

規
定

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
一
条
第
二

第
二
十
条
若
し
く
は
第

第
三
十
九
条
第
四
項
に
お

第
三
十
一
条
第
二

第
二
十
条
若
し
く
は
第

第
三
十
九
条
第
四
項
に
お

項

二
十
一
条
の
規
定
に
よ

い
て
転
換
特
定
社
債
券
に

項

二
十
一
条
の
規
定
に
よ

い
て
転
換
特
定
社
債
券
に

る
転
換
の
請
求
又
は
第

つ
い
て
準
用
す
る
第
二
十

る
転
換
の
請
求
又
は
第

つ
い
て
準
用
す
る
第
二
十

二
十
二
条
の
規
定
に
よ

条
又
は
第
二
十
一
条
の
規

二
十
二
条
の
規
定
に
よ

条
又
は
第
二
十
一
条
の
規

る
新
株
の
引
受
権
若
し

定
に
よ
る
転
換
の
請
求

る
新
株
の
引
受
権
の
行

定
に
よ
る
転
換
の
請
求

く
は
新
株
予
約
権
の
行

使

使

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
二
条
第
四

第
十
九
条
又
は
前
条
第

第
三
十
九
条
第
四
項
に
お

第
三
十
二
条
第
三

第
十
九
条
又
は
前
条
第

第
三
十
九
条
第
四
項
に
お

項

二
項

い
て
転
換
特
定
社
債
券
に

項

二
項

い
て
転
換
特
定
社
債
券
に

つ
い
て
準
用
す
る
前
条
第

つ
い
て
準
用
す
る
前
条
第

二
項

二
項



（
顧
客
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
顧
客
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
十
一

（
略
）

第
十
四
条
の
十
一

（
略
）

（
参
加
者
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
参
加
者
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
十
二

（
略
）

第
十
四
条
の
十
二

（
略
）

（
機
関
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
機
関
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
十
二
の
二

（
略
）

第
十
四
条
の
十
二
の
二

（
略
）

（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
十
四
条
の
十
四

第
九
条
の
規
定
は
、
第
十
四
条
の
十
一
第
二
号
又
は
第
十
四

第
十
四
条
の
十
四

第
九
条
の
規
定
は
、
第
十
四
条
の
十
一
第
二
号
又
は
第
十
四

条
の
十
二
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

条
の
十
二
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
新
優
先
出
資
引
受
権
付
特
定
社
債
券
に
つ
い
て
法
第
三
章
の
規
定
を
準
用
す

（
新
優
先
出
資
引
受
権
付
特
定
社
債
券
に
つ
い
て
法
第
三
章
の
規
定
を
準
用
す

る
場
合
の
読
替
え
）

る
場
合
の
読
替
え
）

第
十
四
条
の
十
五

新
優
先
出
資
引
受
権
付
特
定
社
債
券
に
つ
い
て
法
第
三
十
九

第
十
四
条
の
十
五

新
優
先
出
資
引
受
権
付
特
定
社
債
券
に
つ
い
て
法
第
三
十
九

条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
章
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に

条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
章
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に

は
、
法
第
三
章
の
規
定
中
「
株
式
」
と
あ
る
の
は
「
新
優
先
出
資
引
受
権
付
特

は
、
法
第
三
章
の
規
定
中
「
株
式
」
と
あ
る
の
は
「
新
優
先
出
資
引
受
権
付
特

定
社
債
」
と
、
「
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
目
的
会
社
」
と
、
「
数
」
と
あ

定
社
債
」
と
、
「
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
目
的
会
社
」
と
、
「
数
」
と
あ

る
の
は
「
券
面
の
総
額
」
と
、
「
預
託
株
券
」
と
あ
る
の
は
「
預
託
新
優
先
出

る
の
は
「
券
面
の
総
額
」
と
、
「
預
託
株
券
」
と
あ
る
の
は
「
預
託
新
優
先
出

資
引
受
権
付
特
定
社
債
券
」
と
、
「
第
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三

資
引
受
権
付
特
定
社
債
券
」
と
、
「
第
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三



十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
五
条
第
一
項
」
と
、
「
株
主
」
と
あ

十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
五
条
第
一
項
」
と
、
「
株
主
」
と
あ

る
の
は
「
特
定
社
債
権
者
」
と
、
「
株
主
名
簿
」
と
あ
る
の
は
「
優
先
出
資
社

る
の
は
「
特
定
社
債
権
者
」
と
、
「
株
主
名
簿
」
と
あ
る
の
は
「
優
先
出
資
社

員
名
簿
」
と
、
「
実
質
株
主
」
と
あ
る
の
は
「
実
質
優
先
出
資
社
員
」
と
、
「

員
名
簿
」
と
、
「
実
質
株
主
」
と
あ
る
の
は
「
実
質
優
先
出
資
社
員
」
と
、
「

実
質
株
主
名
簿
」
と
あ
る
の
は
「
実
質
優
先
出
資
社
員
名
簿
」
と
読
み
替
え
る

実
質
株
主
名
簿
」
と
あ
る
の
は
「
実
質
優
先
出
資
社
員
名
簿
」
と
読
み
替
え
る

ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
の
規
定
中
の
字
句
で
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
の
規
定
中
の
字
句
で
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
た

る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
法
第
二
十
条
第
三
項
、
第
三
十
一
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第

だ
し
、
法
第
二
十
条
第
三
項
、
第
三
十
一
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第

三
十
二
条
第
四
項
中
「
株
式
」
と
あ
る
の
は
「
優
先
出
資
」
と
、
同
項
中
「
株

三
十
二
条
第
三
項
中
「
株
式
」
と
あ
る
の
は
「
優
先
出
資
」
と
、
法
第
三
十
二

主
」
と
あ
る
の
は
「
優
先
出
資
社
員
」
と
、
法
第
二
十
条
第
一
項
中
「
預
託
株

条
第
三
項
中
「
株
主
」
と
あ
る
の
は
「
優
先
出
資
社
員
」
と
、
法
第
二
十
条
第

券
が
転
換
予
約
権
付
株
式
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
「
新
優

一
項
中
「
預
託
株
券
が
転
換
株
式
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
」
と
あ
る
の
は

先
出
資
引
受
権
付
特
定
社
債
券
の
預
託
を
受
け
て
い
る
と
き
は
」
と
、
「
株
式

「
新
優
先
出
資
引
受
権
付
特
定
社
債
券
の
預
託
を
受
け
て
い
る
と
き
は
」
と
、

の
転
換
の
請
求
」
と
あ
る
の
は
「
新
優
先
出
資
引
受
権
付
特
定
社
債
の
新
優
先

「
株
式
の
転
換
の
請
求
」
と
あ
る
の
は
「
新
優
先
出
資
引
受
権
付
特
定
社
債
の

出
資
の
引
受
権
の
行
使
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

新
優
先
出
資
の
引
受
権
の
行
使
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

規
定

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
二
条
第
二

新
株
予
約
権
の
行
使
に

新
優
先
出
資
の
発
行
価
額

第
二
十
二
条

新
株
の
発
行
価
額

新
優
先
出
資
の
発
行
価
額

号

際
し
て
払
込
む
べ
き
額

株
券

優
先
出
資
証
券

新
株
引
受
権
証
書
、
新

新
優
先
出
資
引
受
権
付
特



株
引
受
権
証
券
又
は
新

定
社
債
券

新
株
予
約
権
の
行
使
を

新
優
先
出
資
の
引
受
権
の

株
引
受
権
付
社
債
券

す
る

行
使
を
す
る

株
券

優
先
出
資
証
券

新
株
の
引
受
権

新
優
先
出
資
の
引
受
権

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
一
条
第
二

第
二
十
条
若
し
く
は
第

第
三
十
九
条
第
四
項
に
お

第
三
十
一
条
第
二

第
二
十
条
若
し
く
は
第

第
三
十
九
条
第
四
項
に
お

項

二
十
一
条
の
規
定
に
よ

い
て
新
優
先
出
資
引
受
権

項

二
十
一
条
の
規
定
に
よ

い
て
新
優
先
出
資
引
受
権

る
転
換
の
請
求
又
は
第

付
特
定
社
債
券
に
つ
い
て

る
転
換
の
請
求
又
は
第

付
特
定
社
債
券
に
つ
い
て

二
十
二
条
の
規
定
に
よ

準
用
す
る
第
二
十
条
の
規

二
十
二
条
の
規
定
に
よ

準
用
す
る
第
二
十
条
の
規

る
新
株
の
引
受
権
若
し

定
に
よ
る
新
優
先
出
資
の

る
新
株
の
引
受
権
の
行

定
に
よ
る
新
優
先
出
資
の

く
は
新
株
予
約
権
の
行

引
受
権
の
行
使
又
は
第
三

使

引
受
権
の
行
使
又
は
第
三

使

十
九
条
第
四
項
に
お
い
て

十
九
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
二
十
二
条
の

準
用
す
る
第
二
十
二
条
の

規
定
に
よ
る
新
優
先
出
資

規
定
に
よ
る
新
優
先
出
資

の
引
受
権
の
行
使

の
引
受
権
の
行
使

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
二
条
第
四

第
十
九
条
又
は
前
条
第

第
三
十
九
条
第
四
項
に
お

第
三
十
二
条
第
三

第
十
九
条
又
は
前
条
第

第
三
十
九
条
第
四
項
に
お



項

二
項

い
て
新
優
先
出
資
引
受
権

項

二
項

い
て
新
優
先
出
資
引
受
権

付
特
定
社
債
券
に
つ
い
て

付
特
定
社
債
券
に
つ
い
て

準
用
す
る
前
条
第
二
項

準
用
す
る
前
条
第
二
項

（
顧
客
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
顧
客
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
十
六

（
略
）

第
十
四
条
の
十
六

（
略
）

（
参
加
者
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
参
加
者
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
十
七

（
略
）

第
十
四
条
の
十
七

（
略
）

（
機
関
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
機
関
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
十
七
の
二

（
略
）

第
十
四
条
の
十
七
の
二

（
略
）

（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
十
四
条
の
十
九

第
九
条
の
規
定
は
、
第
十
四
条
の
十
六
第
二
号
又
は
第
十
四

第
十
四
条
の
十
九

第
九
条
の
規
定
は
、
第
十
四
条
の
十
六
第
二
号
又
は
第
十
四

条
の
十
七
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

条
の
十
七
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
受
益
証
券
に
つ
い
て
法
第
三
章

（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
受
益
証
券
に
つ
い
て
法
第
三
章

の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

第
十
四
条
の
二
十

（
略
）

第
十
四
条
の
二
十

（
略
）

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句



規
定

規
定

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
条
第
二
項

（
略
）

（
略
）

第
三
十
条
第
二
項

（
略
）

（
略
）

商
法
第
二
百
六
十
三
条

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る

商
法
第
二
百
六
十
三
条

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る

第
三
項

法
律
第
二
百
二
十
二
条
第

第
二
項

法
律
第
二
百
二
十
二
条
第

三
項

三
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
二
条
第
五

前
条
第
五
項

第
三
十
九
条
第
五
項
に
お

第
三
十
二
条
第
四

前
条
第
五
項

第
三
十
九
条
第
五
項
に
お

項

い
て
準
用
す
る
前
条
第
五

項

い
て
準
用
す
る
前
条
第
五

項

項

第
三
十
二
条
第
六

定
款

特
定
目
的
信
託
契
約

第
三
十
二
条
第
五

定
款

特
定
目
的
信
託
契
約

項

項

第
三
十
二
条
第
七

実
質
株
主
、
株
主
、
保

実
質
権
利
者
、
受
益
証
券

第
三
十
二
条
第
六

実
質
株
主
、
株
主
、
保

実
質
権
利
者
、
受
益
証
券

項

管
振
替
機
関
及
び
会
社

の
権
利
者
、
代
表
権
利
者

項

管
振
替
機
関
及
び
会
社

の
権
利
者
、
代
表
権
利
者

の
債
権
者

、
受
託
信
託
会
社
等
が
特

の
債
権
者

、
受
託
信
託
会
社
等
が
特

定
目
的
信
託
に
係
る
信
託

定
目
的
信
託
に
係
る
信
託



事
務
を
処
理
す
る
に
当
た

事
務
を
処
理
す
る
に
当
た

つ
て
行
つ
た
資
金
の
借
入

つ
て
行
つ
た
資
金
の
借
入

れ
に
係
る
債
権
者
、
特
定

れ
に
係
る
債
権
者
、
特
定

信
託
管
理
者
及
び
保
管
振

信
託
管
理
者
及
び
保
管
振

替
機
関

替
機
関

（
顧
客
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
顧
客
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
二
十
一

（
略
）

第
十
四
条
の
二
十
一

（
略
）

（
参
加
者
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
参
加
者
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
二
十
二

（
略
）

第
十
四
条
の
二
十
二

（
略
）

（
機
関
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
機
関
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
二
十
二
の
二

（
略
）

第
十
四
条
の
二
十
二
の
二

（
略
）

（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
十
四
条
の
二
十
四

第
九
条
の
規
定
は
、
第
十
四
条
の
二
十
一
第
二
号
又
は
第

第
十
四
条
の
二
十
四

第
九
条
の
規
定
は
、
第
十
四
条
の
二
十
一
第
二
号
又
は
第

十
四
条
の
二
十
二
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
準
用
す

十
四
条
の
二
十
二
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

る
。

（
投
資
証
券
に
つ
い
て
法
第
三
章
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

（
投
資
証
券
に
つ
い
て
法
第
三
章
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

第
十
四
条
の
二
十
五

投
資
証
券
に
つ
い
て
法
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
六
項

第
十
四
条
の
二
十
五

投
資
証
券
に
つ
い
て
法
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
六
項



の
規
定
に
よ
り
法
第
三
章
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
は
、
法
第
三
章
の
規
定

の
規
定
に
よ
り
法
第
三
章
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
は
、
法
第
三
章
の
規
定

中
「
株
式
」
と
あ
る
の
は
「
投
資
口
」
と
、
「
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
投
資
法

中
「
株
式
」
と
あ
る
の
は
「
投
資
口
」
と
、
「
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
投
資
法

人
」
と
、
「
株
式
の
種
類
及
び
数
」
と
あ
る
の
は
「
投
資
口
の
口
数
」
と
、
「

人
」
と
、
「
株
式
の
種
類
及
び
数
」
と
あ
る
の
は
「
投
資
口
の
口
数
」
と
、
「

第
十
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
十
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
預
託
株
券
」
と
あ
る
の
は
「
預
託
投
資
証
券
」
と

第
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
預
託
株
券
」
と
あ
る
の
は
「
預
託
投
資
証
券
」
と

、
「
第
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

、
「
第
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
十
五
条
第
一
項
」
と
、
「
数
」
と
あ
る
の
は
「
口
数
」
と
、
「
株
主
」

す
る
第
十
五
条
第
一
項
」
と
、
「
数
」
と
あ
る
の
は
「
口
数
」
と
、
「
株
主
」

と
あ
る
の
は
「
投
資
主
」
と
、
「
株
主
名
簿
」
と
あ
る
の
は
「
投
資
主
名
簿
」

と
あ
る
の
は
「
投
資
主
」
と
、
「
株
主
名
簿
」
と
あ
る
の
は
「
投
資
主
名
簿
」

と
、
「
保
管
振
替
機
関
名
義
株
式
」
と
あ
る
の
は
「
保
管
振
替
機
関
名
義
投
資

と
、
「
保
管
振
替
機
関
名
義
株
式
」
と
あ
る
の
は
「
保
管
振
替
機
関
名
義
投
資

口
」
と
、
「
商
法
第
二
百
二
十
四
条
ノ
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
投
資
信
託

口
」
と
、
「
商
法
第
二
百
二
十
四
条
ノ
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
投
資
信
託

及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
八
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
商
法

及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
八
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
商
法

第
二
百
二
十
四
条
ノ
三
第
一
項
」
と
、
「
名
義
書
換
代
理
人
」
と
あ
る
の
は
「

第
二
百
二
十
四
条
ノ
三
第
一
項
」
と
、
「
名
義
書
換
代
理
人
」
と
あ
る
の
は
「

名
義
書
換
事
務
受
託
者
」
と
、
「
発
行
済
株
式
の
総
数
」
と
あ
る
の
は
「
発
行

名
義
書
換
事
務
受
託
者
」
と
、
「
発
行
済
株
式
の
総
数
」
と
あ
る
の
は
「
発
行

済
投
資
口
の
総
口
数
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
の

済
投
資
口
の
総
口
数
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
覧
に
掲
げ
る
法
の

規
定
中
の
字
句
で
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
の

規
定
中
の
字
句
で
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
の

字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

規
定

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
条
第
二
項

（
略
）

（
略
）

第
三
十
条
第
二
項

（
略
）

（
略
）



商
法
第
二
百
六
十
三
条

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人

商
法
第
二
百
六
十
三
条

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人

第
三
項

に
関
す
る
法
律
第
九
十
九

第
二
項

に
関
す
る
法
律
第
九
十
九

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
商
法
第
二
百
六
十
三

す
る
商
法
第
二
百
六
十
三

条
第
三
項

条
第
二
項

第
三
十
一
条
第
一

（
略
）

（
略
）

第
三
十
一
条
第
一

（
略
）

（
略
）

項

項

商
法
第
二
百
十
九
条
第

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人

商
法
第
二
百
十
九
条
第

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人

一
項
及
び
第
二
百
八
十

に
関
す
る
法
律
第
八
十
七

一
項
及
び
第
二
百
八
十

に
関
す
る
法
律
第
八
十
七

条
ノ
四
第
三
項
（
同
法

条
第
三
項

条
ノ
四
第
三
項
（
同
法

条
第
三
項

第
二
百
八
十
条
ノ
二
十

第
三
百
四
十
一
条
ノ
二

五
第
三
項
及
び
第
三
百

ノ
四
第
二
項
（
同
法
第

四
十
一
条
ノ
十
五
第
三

三
百
四
十
一
条
ノ
十
八

項
に
お
い
て
準
用
す
る

に
お
い
て
準
用
す
る
場

場
合
を
含
む
。
）

合
を
含
む
。
）
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
二
条
第
四

第
十
九
条
又
は
前
条
第

第
三
十
九
条
第
六
項
に
お

第
三
十
二
条
第
三

第
十
九
条
又
は
前
条
第

第
三
十
九
条
第
六
項
に
お



項

二
項

い
て
準
用
す
る
第
十
九
条

項

二
項

い
て
準
用
す
る
第
十
九
条

第
三
十
二
条
第
五

前
条
第
五
項

第
三
十
九
条
第
六
項
に
お

第
三
十
二
条
第
四

前
条
第
五
項

第
三
十
九
条
第
六
項
に
お

項

い
て
準
用
す
る
前
条
第
五

項

い
て
準
用
す
る
前
条
第
五

項

項

第
三
十
二
条
第
六

定
款

規
約

第
三
十
二
条
第
五

定
款

規
約

項

項

（
顧
客
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
顧
客
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
二
十
六

（
略
）

第
十
四
条
の
二
十
六

（
略
）

（
参
加
者
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
参
加
者
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
二
十
七

（
略
）

第
十
四
条
の
二
十
七

（
略
）

（
機
関
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
機
関
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
二
十
七
の
二

（
略
）

第
十
四
条
の
二
十
七
の
二

（
略
）

（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
十
四
条
の
二
十
九

第
九
条
の
規
定
は
、
第
十
四
条
の
二
十
六
第
二
号
又
は
第

第
十
四
条
の
二
十
九

第
九
条
の
規
定
は
、
第
十
四
条
の
二
十
六
第
二
号
又
は
第

十
四
条
の
二
十
七
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
準
用
す

十
四
条
の
二
十
七
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

る
。



（
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
優
先
出
資
証

（
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
優
先
出
資
証

券
に
つ
い
て
法
第
三
章
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

券
に
つ
い
て
法
第
三
章
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

第
十
四
条
の
三
十

（
略
）

第
十
四
条
の
三
十

（
略
）

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

規
定

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
条
第
二
項

（
略
）

（
略
）

第
三
十
条
第
二
項

（
略
）

（
略
）

商
法
第
二
百
六
十
三
条

協
同
組
織
金
融
機
関
の
優

商
法
第
二
百
六
十
三
条

協
同
組
織
金
融
機
関
の
優

第
三
項

先
出
資
に
関
す
る
法
律
第

第
二
項

先
出
資
に
関
す
る
法
律
第

二
十
五
条
に
お
い
て
準
用

二
十
五
条
に
お
い
て
準
用

す
る
商
法
第
二
百
六
十
三

す
る
商
法
第
二
百
六
十
三

条
第
三
項

条
第
二
項

第
三
十
一
条
第
一

（
略
）

（
略
）

第
三
十
一
条
第
一

（
略
）

（
略
）

項

項

商
法
第
二
百
十
九
条
第

協
同
組
織
金
融
機
関
の
優

商
法
第
二
百
十
九
条
第

協
同
組
織
金
融
機
関
の
優

一
項
及
び
第
二
百
八
十

先
出
資
に
関
す
る
法
律
第

一
項
及
び
第
二
百
八
十

先
出
資
に
関
す
る
法
律
第

条
ノ
四
第
三
項
（
同
法

十
六
条
第
五
項
に
お
い
て

条
ノ
四
第
三
項
（
同
法

十
六
条
第
五
項
に
お
い
て



第
二
百
八
十
条
ノ
二
十

準
用
す
る
商
法
第
二
百
十

第
三
百
四
十
一
条
ノ
二

準
用
す
る
商
法
第
二
百
十

五
第
三
項
及
び
第
三
百

九
条
第
一
項
及
び
協
同
組

ノ
四
第
二
項
（
同
法
第

九
条
第
一
項
及
び
協
同
組

四
十
一
条
ノ
十
五
第
三

織
金
融
機
関
の
優
先
出
資

三
百
四
十
一
条
ノ
十
八

織
金
融
機
関
の
優
先
出
資

項
に
お
い
て
準
用
す
る

に
関
す
る
法
律
第
六
条
第

に
お
い
て
準
用
す
る
場

に
関
す
る
法
律
第
六
条
第

場
合
を
含
む
。
）

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

合
を
含
む
。
）
に
お
い

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

商
法
第
二
百
八
十
条
ノ
四

て
準
用
す
る
場
合
を
含

商
法
第
二
百
八
十
条
ノ
四

第
三
項

む
。
）

第
三
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
二
条
第
四

第
十
九
条
又
は
前
条
第

第
三
十
九
条
第
七
項
に
お

第
三
十
二
条
第
三

第
十
九
条
又
は
前
条
第

第
三
十
九
条
第
七
項
に
お

項

二
項

い
て
準
用
す
る
第
十
九
条

項

二
項

い
て
準
用
す
る
第
十
九
条

第
三
十
二
条
第
五

前
条
第
五
項

第
三
十
九
条
第
七
項
に
お

第
三
十
二
条
第
四

前
条
第
五
項

第
三
十
九
条
第
七
項
に
お

項

い
て
準
用
す
る
前
条
第
五

項

い
て
準
用
す
る
前
条
第
五

項

項

（
顧
客
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
顧
客
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
三
十
一

（
略
）

第
十
四
条
の
三
十
一

（
略
）

（
参
加
者
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
参
加
者
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
三
十
二

（
略
）

第
十
四
条
の
三
十
二

（
略
）



（
機
関
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
機
関
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
三
十
二
の
二

（
略
）

第
十
四
条
の
三
十
二
の
二

（
略
）

（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
十
四
条
の
三
十
四

第
九
条
の
規
定
は
、
第
十
四
条
の
三
十
一
第
二
号
又
は
第

第
十
四
条
の
三
十
四

第
九
条
の
規
定
は
、
第
十
四
条
の
三
十
一
第
二
号
又
は
第

十
四
条
の
三
十
二
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
準
用
す

十
四
条
の
三
十
二
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

る
。

（
優
先
出
資
引
受
権
証
書
に
つ
い
て
法
第
三
章
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
の
読

（
優
先
出
資
引
受
権
証
書
に
つ
い
て
法
第
三
章
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
の
読

替
え
）

替
え
）

第
十
四
条
の
三
十
五

優
先
出
資
引
受
権
証
書
に
つ
い
て
法
第
三
十
九
条
第
一
項

第
十
四
条
の
三
十
五

優
先
出
資
引
受
権
証
書
に
つ
い
て
法
第
三
十
九
条
第
一
項

及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
章
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
は
、
法
第

及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
章
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
は
、
法
第

三
章
の
規
定
中
「
株
式
」
と
あ
る
の
は
「
優
先
出
資
引
受
権
」
と
、
「
会
社
」

三
章
の
規
定
中
「
株
式
」
と
あ
る
の
は
「
優
先
出
資
引
受
権
」
と
、
「
会
社
」

と
あ
る
の
は
「
協
同
組
織
金
融
機
関
」
と
、
「
数
」
と
あ
る
の
は
「
口
数
」
と

と
あ
る
の
は
「
協
同
組
織
金
融
機
関
」
と
、
「
数
」
と
あ
る
の
は
「
口
数
」
と

、
「
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
名
称
」
と
、
「
株
式
の
種
類
」
と
あ
る
の
は
「
優

、
「
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
名
称
」
と
、
「
株
式
の
種
類
」
と
あ
る
の
は
「
優

先
出
資
引
受
権
の
目
的
た
る
優
先
出
資
の
種
類
」
と
、
「
株
式
の
数
」
と
あ
る

先
出
資
引
受
権
の
目
的
た
る
優
先
出
資
の
種
類
」
と
、
「
株
式
の
数
」
と
あ
る

の
は
「
優
先
出
資
引
受
権
の
目
的
た
る
優
先
出
資
の
口
数
」
と
、
「
預
託
株
券

の
は
「
優
先
出
資
引
受
権
の
目
的
た
る
優
先
出
資
の
口
数
」
と
、
「
預
託
株
券

」
と
あ
る
の
は
「
預
託
優
先
出
資
引
受
権
証
書
」
と
、
「
第
十
五
条
第
一
項
」

」
と
あ
る
の
は
「
預
託
優
先
出
資
引
受
権
証
書
」
と
、
「
第
十
五
条
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
五
条
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
五
条
第
一
項
」

と
、
「
株
主
」
と
あ
る
の
は
「
優
先
出
資
者
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表

と
、
「
株
主
」
と
あ
る
の
は
「
優
先
出
資
者
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
法
の
規
定
中
の
字
句
で
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ

の
上
欄
に
掲
げ
る
法
の
規
定
中
の
字
句
で
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
十

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
十



五
条
第
二
項
第
二
号
中
「
株
式
」
と
あ
る
の
は
「
優
先
出
資
引
受
権
証
書
」
と

五
条
第
二
項
第
二
号
中
「
株
式
」
と
あ
る
の
は
「
優
先
出
資
引
受
権
証
書
」
と

、
法
第
二
十
条
第
三
項
及
び
第
三
十
一
条
第
二
項
中
「
株
式
」
と
あ
る
の
は
「

、
法
第
二
十
条
第
三
項
及
び
第
三
十
一
条
第
二
項
中
「
株
式
」
と
あ
る
の
は
「

優
先
出
資
」
と
、
法
第
二
十
条
第
一
項
中
「
預
託
株
券
が
転
換
予
約
権
付
株
式

優
先
出
資
」
と
、
法
第
二
十
条
第
一
項
中
「
預
託
株
券
が
転
換
株
式
に
係
る
も

に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
「
優
先
出
資
引
受
権
証
書
の
預
託

の
で
あ
る
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
「
優
先
出
資
引
受
権
証
書
の
預
託
を
受
け
て

を
受
け
て
い
る
と
き
は
」
と
、
「
株
式
の
転
換
の
請
求
」
と
あ
る
の
は
「
優
先

い
る
と
き
は
」
と
、
「
株
式
の
転
換
の
請
求
」
と
あ
る
の
は
「
優
先
出
資
引
受

出
資
引
受
権
証
書
に
よ
る
優
先
出
資
の
申
込
み
」
と
、
法
第
二
十
四
条
中
「
株

権
証
書
に
よ
る
優
先
出
資
の
申
込
み
」
と
、
法
第
二
十
四
条
中
「
株
式
の
種
類

式
の
種
類
」
と
あ
る
の
は
「
優
先
出
資
引
受
権
の
目
的
で
あ
る
優
先
出
資
の
内

」
と
あ
る
の
は
「
優
先
出
資
引
受
権
の
目
的
で
あ
る
優
先
出
資
の
内
容
」
と
、

容
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

規
定

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
二
条
第
一

新
株
引
受
権
証
書
及
び

優
先
出
資
引
受
権
証
書
及

第
二
十
二
条

新
株
引
受
権
証
書
、
新

優
先
出
資
引
受
権
証
書
及

号

新
株

び
優
先
出
資

株
引
受
権
又
は
新
株
引

び
優
先
出
資

受
権
付
社
債
券
及
び
新

株

新
株
の
引
受
権

優
先
出
資
引
受
権

新
株
の
引
受
権

優
先
出
資
引
受
権

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



（
顧
客
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
顧
客
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
三
十
六

（
略
）

第
十
四
条
の
三
十
六

（
略
）

（
参
加
者
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
参
加
者
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
三
十
七

（
略
）

第
十
四
条
の
三
十
七

（
略
）

（
機
関
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
機
関
口
座
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
三
十
七
の
二

（
略
）

第
十
四
条
の
三
十
七
の
二

（
略
）

（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
十
四
条
の
三
十
九

第
九
条
の
規
定
は
、
第
十
四
条
の
三
十
六
第
二
号
又
は
第

第
十
四
条
の
三
十
九

第
九
条
の
規
定
は
、
第
十
四
条
の
三
十
六
第
二
号
又
は
第

十
四
条
の
三
十
七
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
準
用
す

十
四
条
の
三
十
七
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

る
。


